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報告第１号 

国民健康保険を取り巻く環境と本市国保の現状について 
 
１ 国民健康保険を取り巻く環境 

   制度改革に至るまでの経緯 

  ア 国民健康保険制度が抱える制度上の問題 

国民健康保険は，国民皆保険制度の最後の砦として，地域住民の健康の保

持・増進，生活の安定に重要な役割を果しているが，医療技術の高度化に伴う

医療費の増大，さらには他の医療保険と比べて高齢者や非正規労働者などの

低所得者が多く加入しているといった構造的な問題を抱えており，多くの自

治体において厳しい財政運営を強いられている。 

 

イ 国による医療保険制度改革 

こうした中，国は医療制度改革を進め，平成２０年の後期高齢者医療制度の

開始や平成２５年の社会保障改革プログラム法の成立を経て，平成２７年５

月，持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改

正する法律が成立した。 

 

これにより，国民健康保険への公費拡充による財政支援の強化，運営の在り

方の見直しによる保険者機能の強化を柱とする，昭和３６年の国民皆保険達

成以来の大改革が実現することとなる。 

 

ウ 国保制度改革の概要 

この改革において，平成３０年度から都道府県と市町村が共同保険者とな

り，都道府県は，財政運営の責任主体として安定的な財政運営や効率的な事業

の確保等において中心的な役割を担うこととされ，市町村は，地域住民と身近

な関係の中，資格管理，保険給付，保険税の賦課・徴収，保健事業など地域に

おけるきめ細かい事業を引き続き行うこととなった。 

 

新制度における財政運営においては，都道府県が市町村ごとに国民健康保

険事業費納付金を決定し，市町村から徴収する（納付金方式）とともに，市町

村ごとの保険税率の標準的な水準を表す標準保険税率を算定のうえ提示し，

市町村はそれらを踏まえて保険税率の設定をすることとなるが，この納付金

方式の導入により負担が増える市町村に配慮して，国では，拡充される財政支

援の中に激変緩和措置分を設けており，その配分方法については都道府県が

市町村との協議により決めることとされている。・・・資料１ 

 

また，新制度の施行に当たっては，国民健康保険事業の安定的な財政運営と

市町村事務の標準化や効率化等を推進するため，財政運営の責任主体となる

都道府県が国民健康保険運営方針を策定することが規定された。・・・資料２ 

報告第１号 
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  新制度施行に向けた栃木県の取組状況 

ア 栃木県国民健康保険運営方針 

・ 今回の制度改革において，県が各市町とともに国民健康保険の保険者とな

り，財政運営の責任主体として中心的な役割を担うこととされたことから，

県と市町が一体となって国民健康保険に関する事務を共通認識の下で実施

し，安定的な財政運営並びに市町の国民健康保険事業の広域的で効率的な

運営の推進を図るための統一的な方針として定めるもので，各市町はこの

方針に基づき国民健康保険事業を運営していくことになる。 

 

・ 県運営方針に記載される具体的な内容については，各市町の意見を踏まえ

ながら，６月に設置された県国保運営協議会において議論が進められてお

り，８月３０日に開催された第２回県国保運営協議会において素案が示さ

れた。 

 

 【県運営方針素案のポイント】 

○ 医療に要する費用及び財政の見通し 

   ・ 被保険者数・医療費の動向，保険税水準，収納状況 

   ・ 保険者努力支援制度等の活用 
  

○ 保険税の標準的な算定方法に関する事項 

   ・ 納付金の算定方法 

所得水準，医療費水準の設定の仕方 

新制度への移行に伴い負担増となる市町への激変緩和措置 

   ・ 標準保険税率の算定方法 

賦課限度額 

標準的な収納率 
 

○ 保険税の徴収の適正な実施に関する事項 

   ・ 収納率目標の設定 

   ・ 収納率向上に向けた取組の推進 
 

○ 保険給付の適正な実施に関する事項 

   ・ 保険給付の適正化に向けた今後の取組方針 
   

○ 医療に要する費用の適正化の取組に関する事項 

   ・ 医療費の適正化に向けた今後の取組方針 

   ・ 栃木県医療費適正化計画との関係 

  

① 保険者努力支援制度・・・資料３ 

・ 今回の制度改革により創設された制度で，医療費適正化等の取組を一層 

推進するため，保険者としての努力を行う自治体に対して，客観的な指標

で評価し，インセンティブとして公費が配分される制度である。 
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② 納付金の算定・・・資料４ 

・ 平成３０年度からの新制度においては，「栃木県国民健康保険運営方針」 

の中で定められた納付金の算定方法により，毎年，県が各市町の納付金額 

を決定する。 

 

③ 激変緩和措置への対応（新制度への移行に伴い負担増となる市町への対応） 

  

 

 

 

 
 
・ 上記の国の考え方に基づき，現在，県と県内各市町において協議中の案

では，当該年度の県全体の納付金総額を前々年度の納付金総額（納付金相

当額）と比較したときに，県全体の伸び率を超過した市町に対して公費を

投入することなどが示されている。 

 

④ 標準保険税率 

 

 

  

 

 
 
  ・ 上記の国の考え方に基づき，現在，県と県内市町において協議中の案で

は，各市町で異なる算定方式を採用する中，標準的な保険税算定方式とし

て，本市同様，３方式（所得割，均等割，平等割）で算出することに加え，

各市町が実際に採用している方式により算出する標準保険税率も示すこ

となどが示されている。 

  

イ 今後のスケジュール・・・資料５ 

【栃木県及び本市運営協議会】 

平成 29 年 10 月    ・県国保運営方針案の作成（県国保運営協議会） 

・平成 30 年度納付金等（仮）を県が示す 

               ⇒ 平成 30 年度の保険税率検討開始 

11 月 30 日 ・本市第 3 回国保運営協議会（保険税率の見直し等） 

     12 月    ・県国保運営方針の策定（知事決裁） 

平成 30 年 1 月        ・平成 30 年度納付金等（確定）を県が示す 

        1 月 18 日  ・本市第 4 回国保運営協議会（保険税率の見直し等） 

         2 月 1 日  ・本市第 5 回国保運営協議会（答申書案） 

 

【国の考え方】 

将来的な保険税負担の平準化を進めるため，都道府県は標準的な保険税算定方式

や市町村規模別の収納率目標等，市町村が保険税率を定める際に参考となる事項に

ついての標準を設定（国保運営方針に記載）するとともに，当該標準等に基づき市

町村ごとに標準保険税率を示すこととする。 

【国の考え方】 

納付金方式の導入に伴い，一部の市町村では保険税負担が上昇する可能性がある

が，それを回避するため，国の追加公費を投入（激変緩和措置）することで，当該

市町村の保険税の急激な上昇を抑え新制度への安定的な移行を確保する。 

その条件や方法等は都道府県が各市町村と協議の上，国保運営方針で定める。 
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２ 本市国保の現状 

   被保険者数の状況・・・・・・・・・・・・・・・・資料６ 

  ・栃木県及び本市の被保険者数の推移 

 

   医療費の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料７ 

  ・1 人当たり医療費の推移 

  ・本市の保険給付費の推移 

  ・平成 27 年度年齢調整後医療費の地域差指数 

 

   保険税水準及び所得の状況・・・・・・・・・・・・資料８ 

  ・保険料指数（標準化指数）の推移 

  ・平成 27 年度１人当たり所得の県内市町別状況 

  ・本市の当初課税時における所得階層別の世帯割合 

及び 1 人当たり課税額の推移 

 

  保険税の収納状況・・・・・・・・・・・・・・・・資料９ 

 ・保険税収納率（現年度分）の推移 

 ・本市の保険税収納額（現年度分）の推移 

 

  一般会計法定外繰入金の状況・・・・・・・・・・・資料１０ 

  ・１人当たり法定外繰入金の推移 

  ・本市の法定外繰入金等の推移 

  ・本市の国保給付基金残高の推移 

 

【参考】新制度における本市の歳入・歳出の構成（全額が県から交付される保険給付費は除く） 

歳出

事務費

歳入

　　　保険税収入
　
　　・医療分
　　・後期高齢者支援分
　　・介護納付金分

事
業
費
納
付
金

一
般
会
計
繰
入
金

保健事業費

その他の
給付費

公費
（保険者努力支援金など）

過年度保険税収

法定内繰入金

法定外繰入金
県が決定 



 

 

 

第 2 回 宇都宮市国民健康保険運営協議会 

 

報告第 1号 資料編 
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① 県全体の保険給付費の算出 

 

 県全体の医療費額（※１）     ※１ 過去 3 年の実績から推計 

 保険給付費 自己負担 

 

 

 

 

② 県全体の保険税収納必要総額の算出 

 

 

※２ 低所得者対策の財政支援（H27～） 

※３ 財政調整交付金の実質的増額等 

                             （普通調整交付金分等）（H30～） 

 

 

 

③ 各市町の納付金額の算定イメージ 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

  (所得:大 ,人数:大) (所得:中, 人数:大) (所得:小, 人数:中) 

 

 

 

 

 

 

 
   (県平均より大)  (県平均より   (県平均より下) 

             かなり大） 

 

７割 3 割 

資料４

事業費納付金算定のイメージ 

前
期
高
齢
者
交
付
金 

国
・
県
支
出
金
（
※
３
）

公費支援 

（※２） 

 
県全体の

保険税 

収納必要

総額 

県全体の保険税収納必要総額（Ａ）

甲市 乙市  丙町 

（１）所得・人数のシェア（規模）に応じて配分（Ｂ）

（２）１人当たり医療費の大小による調整（Ｃ）

甲市 
乙市  

丙町

上乗せ負担
上乗せ負担 

負担減

所得シェアの考え方 
・市町の所得総額／県の所得総額 
・本市の県内における割合（平成 27 年度：24.8％） 
 
人数シェアの考え方 
・市町の被保険者総数／県の被保険者総数 
・本市の県内における割合（平成 27 年度：24.3％） 
 

 

医療費水準の考え方 
・本市一人当たり医療費／県全体の一人当たり医療費

・本市の医療費（平成 27 年度：県平均の 1.02 倍，県

内 10 位） 
                   
 �  医療費は，全国の標準的な年齢構成を基に算出し

指数化した年齢調整後医療費の地域差指数を使用

 

市町納付金＝（Ａ）×（Ｂ）×（Ｃ）

県国保運営方針連携会議財政分科会資料を基に保険年金課作成 
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被保険者数の状況 

 

○ 被保険者数の推移について見ると，被保険者数が減少している中，年齢構成で

は，65 歳から 74 歳までの前期高齢者の割合が増加し 65 歳未満の割合が減少して

いる。 

○ これは，栃木県及び本市のほか全国でも同じ傾向となっており，全国的に被保

険者が高齢化していることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
≪栃木県国保運営方針素案より≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ≪保険年金課作成≫ 
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37% 39%
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資料６

546,454 
586,971

610,023

139,865 138,360 
131,313 

126,121 
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医療費の状況 

 

○ 1 人当たり医療費の推移を見ると，全国や栃木県と同様に本市においても，被

保険者の高齢化などにより年々増加傾向である。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪国民健康保険事業年報より≫ 
 

 

 

○ 本市の保険給付費の推移を見ると，年々増加傾向であったが，平成 28 年度

に，被保険者数の減少や薬価の引き下げなどにより減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪保険年金課作成≫ 

資料７
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本市の保険給付費の推移 （図表４）
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1人当たり医療費の推移 （図表３）
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H27 年齢調整後医療費の地域差指数 （図表５）

0.937

0.820

○ 平成 27 年度の年齢調整後医療費の地域差指数（※）を見ると，本市は全国水

準より低い 0.937 であり県内では 10 番目に高い水準である。 

○ 県内において医療費水準が高い方にある本市は，納付金を県内市町で按分する

際に，負担が大きくなる。 
 
※ 医療費水準を市町村間で比較するために厚生労働省が作成した指数で，各市町の実際の年

齢構成を全国の標準的な年齢構成と同じにした場合の 1人当たり医療費を指数化したもの。

全国平均を１とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪厚生労働省作成の医療費の地域差分析より抜粋し一部加工≫ 

県平均（0.919）
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保険税水準及び所得の状況 

 

○ 本市の保険料指数（標準化指数）※の推移を見ると，平成 26 年度に 6 年ぶりの

税率改定を行ったことにより上昇したが，全国平均の 1 を下回るとともに中核市

平均と栃木県平均も下回っており，保険料水準は低い。 

 

※ 保険料水準を市町村間で比較するために厚生労働省が作成した指数で全国平均を１とす

る。全国平均所得の人の保険料で比較。１を超えると保険料（税）率が全国平均より高く，

下回れば低いことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成 27 年度の 1 人当たり所得の県内市町の状況を見ると，本市は，高い方か

ら 3 番目の水準である。 

○ 県内において所得水準が高い方にある本市は，納付金を県内市町で按分する際

に，負担が大きくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪栃木県国保運営方針素案より抜粋し一部加工≫ 

≪保険年金課作成≫

資料８
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H27 1人当たり所得の市町別状況 （図表７）

県平均（643,471）
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○ 「所得 33 万円以下」，「所得 200 万円以下」を合わせた低所得者層の割合が僅

かながら増加傾向にあることや，低所得者に対する保険税の軽減措置が拡大して

いることなどから，1 人当たり課税額は，平成 26 年度の税率改定で上昇した後，

減少傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪保険年金課作成≫ 
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本市の当初賦課時における所得階層別の世帯割合

及び１人あたり課税額の推移 （図表８）

～33万円以下 ～200万円以下 ～400万円以下

400万円超 1人当たり課税額
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保険税の収納状況 

 

○ 保険税収納率（現年度分）の推移を見ると，本市は全国及び栃木県平均より低

い状況であるが，全国及び栃木県平均と同様に年々向上している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
○ 本市の保険税収納額（現年度分）の推移を見ると，平成 26 年度に税率改定によ

り増加したものの，被保険者数の減少による課税額の減少などにより，平成 27 年

度以降，減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪保険年金課作成≫ 
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全国 栃木県 宇都宮市

≪栃木県国保運営方針素案より抜粋したデータに本市のデータを追加≫ 

資料９
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12



 
 

一般会計法定外繰入金※の状況 

 

※ 一般会計から国保特別会計に対して支出されるもので，法令等で基準が定められ，国保の

構造的問題や保険者の責めに帰さない医療費の増加などに対応するための法定内繰入金と，

自治体独自の基準を設け政策的に行う法定外繰入金がある。 

 

○ 1 人当たり法定外繰入金の推移を見ると，本市は中核市平均を下回っており，

栃木県平均より上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪保険年金課作成≫ 

 

○ 一般会計からの法定外繰入金の推移（折れ線）を見ると，平成 24 年度から平成

27 年度までは，震災関連補助により低く抑えられていたが，当該補助がなくなっ

た平成 28 年度は平成 23 年度並みに戻っている。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１０
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1人当たり法定外繰入金の推移 （図表１１）
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本市の法定外繰入金等の推移 （図表１２）

法令外繰入のうち市の福祉政策等に伴うもの

法定外繰入のうち財政安定化支援分

震災関連補助（H24～H27）
法定外繰入金合計 ≪保険年金課作成≫
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○ 本市の国保給付基金残高の推移を見ると，平成 20 年度に約 7 億 2 千万円を取

り崩し，残高が約 2 億円となって以降，平成 25 年度まで積み立てが困難な状況で

あった。 

○ 平成 26 年度には震災関連補助を受けた影響などにより約 2 億円積み立て，現

在は約 4 億円となっているが，財源不足の際の活用が難しい状況※が続いている。 

 

※ 平成 12 年厚生省通知において，基金の保有額は過去 3 か年の保険給付費等の平均年額の

5％以上を積み立てることとされており，本市では 20 億円以上が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪保険年金課作成≫ 
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本市の国保給付基金残高の推移 （図表１３）
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